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はじめに 

神戸大学基金 「深江グラウンド芝生化口座」または 「課外活動支援募金・ラグビー部」へ

の寄附の申し込みは、従来、神戸大学指定の払込取扱票（振込用紙）を取り寄せる形のみで

したが、今般、神戸大学のご協力により、Web （インターネット）からも寄附を行えるよう

になりましたのでご案内いたします。 

下記にて、Web 申込みフォームによるご寄附の方法、従来の払込取扱票によるご寄附の

方法、それぞれの手順を説明します。また、ご参考までに税制上の優遇措置についても記載

しておきます。 

 

１．Web 申込みフォームによるご寄附 

[クレジットカード決済、銀行振込（インターネットバンキング・ATM・窓口）] 

https://www.office.kobe-u.ac.jp/kikin/apply/kifu-webform.html 

 

1-1．寄附申込みの手順について 

１．上記の「Web 申込みフォームによるご寄附」ページ中の 「寄附を申し込む」をクリック

する。 

２．メールアドレスを入力し、「寄附を開始する」をクリックする。 

３．返信メールに記載された URL へアクセスする。 

４．「個人情報の取扱いについて」に同意する。 

５．寄附情報入力画面（図１参照）に従って必要な情報を入力する。 

 【事業の種類】：「その他」を選択する。 

【希望される寄附金の使途】欄に「深江グラウンド芝生化口座」または「課外活動支援募

金・ラグビー部への寄附」と記入する。 

６．確認画面で入力情報を確認する。 

７．寄附受付完了 

 

1-2．お支払いについて 

a. クレジットカード決済 

 Web 申込みフォームからのお申し込み時に決済が完了します。 

b. 銀行振込(インターネットバンキング・ATM・窓口)  

 Web 申込みフォームからのお申し込み完了後に、ご登録いただいたメールアドレス宛に

神戸大学基金の口座情報が届きます。インターネットバンキング・ATM ・窓口のいずれか

をご利用のうえ、お振り込みください。 

 

1-3．領収書の発行について 

 領収書は、神戸大学に入金された日付で発行されます。 
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図 1 寄附情報入力画面 

【事業の種類】：「その他」を選択

する。 

【希望される寄附金の使途】欄に

「深江グラウンド芝生化口座」

または「課外活動支援募金・ラ

グビー部への寄附」と入力す

る。 

OB 会へ寄附額や入金日などの

情報を共有しても差し支えな

い場合は  「OB 会への個人情報

開示可」と入力する。 
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２．神戸大学指定の払込取扱票（振込用紙）取り寄せによるご寄附 

https://www.office.kobe-u.ac.jp/kikin/apply/offline.html 

 

払込取扱票（振込用紙）の送付をご希望の旨とあわせてご連絡先 (氏名・住所・電話番号

等 ) を 企 画 部 卒 業 生 ・ 基 金 課 ま で お 問 い 合 わ せ （ https://www.office.kobe-

u.ac.jp/kikin/contact/index.html）からお知らせください。折り返し神戸大学基金専用の払

込取扱票（振込用紙）が送られてきます。 

 払込取扱票（振込用紙）の寄附目的欄の「その他」にチェックを入れていただき、括弧内

に「深江グラウンド芝生化口座」または「課外活動支援募金・ラグビー部への寄附」とご記

入ください。OB 会へ寄附額や入金日などの情報を共有しても差し支えない場合は  「OB 会

への個人情報開示可」とご記入ください。（図２参照） 

 

 

図２ 神戸大学指定の払込取扱票（振込用紙） 

 

  

OB 会への個人情報開示可 

OB 会への個人情報開示可 
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３．税制上の優遇措置 

https://www.office.kobe-u.ac.jp/kikin/treatment/index.html 

 

１．所得控除 

所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄附金額が大

きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。 

【参考】 

年間の寄附金合計額（注 1）－2,000 円＝寄附金控除額 ⇒ 課税所得金額から控除されます。 

例）寄附金が 50,000 円（課税所得金額が 700 万円の方：所得税率 23％）の場合の控除額： 

（50,000 円－2,000 円）×23％=11,040 円 

例）寄附金が 30,000 円（課税所得金額が 500 万円の方：所得税率 20％）の場合の控除額： 

（30,000 円－2,000 円）×20％＝5,600 円 

例）寄附金が 10,000 円（課税所得金額が 300 万円の方：所得税率 10％）の場合の控除額： 

（10,000 円－2,000 円）×10％＝800 円 

（注 1）年間の寄附金の合計額が年間の総所得金額等の 40％を超える場合は、40％に相当

する額が限度となります。 

※確定申告の際は、「寄附金領収書」が必要となります。（寄附の目的＝事業に係わらずご利

用いただけます。） 

 

２．個人住民税の優遇措置 

 神戸大学を寄附金控除の対象法人として条例で指定している都道府県（兵庫県）及び市町

村（神戸市）にお住まいの方は、個人住民税の控除を受けることが出来ます。 

【参考】 

（寄附金額 （注 1）― 2,000 円） × 住民税控除率 （注 2） = 住民税の控除額 

（注 1）寄附金額は、その年の総所得金額等の 30％が限度となります。 

（注 2）県民税、市民税合わせて最大 10％  （県民税・市民税の税率の内訳は、お住まいの 

    自治体により異なります。） 

 

上記 1 と 2 には、ご参考として、寄附金控除額の例を記載しておりますが、本記載は、現時

点で入手可能な情報に基づく一般的な税務上の取扱いを示したものであり、個別の事実関

係や将来の法令改正等により結論が異なる場合がある点につきましては、あらかじめご留

意ください。なお、具体的な税務判断を要する場合には、必要に応じて税税理士等の専門家

へご相談くださいますようお願いいたします。 

 

以上 


